
新規就農者1名 1,500,000円（令和2年度認定）

備　 考 国 10分の10

項 1 農業費 目 3 農業振興費

特定財源の名称・金額 新規就農育成総合対策（経営開始資金） 1,500,000円

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 5 農林水産業費

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 一般財源(e)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

1,500,000
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b) 1,500,000
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

0
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 1,500,000
  うち繰越分↓

1,500,000

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

　給付開始から半期ごとに就農状況報告書を提出してもらう。
　現地に赴き、状況の確認や面接等で就農状況の把握や意欲等を確認する。
　状況が良好な場合、状況にあった交付金額を交付する。
　交付期間は最長5年間である。

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　平成28年度 1名
　平成29年度 1名
　平成30年度 1名
　令和元年度 0名
　令和2年度 1名
　令和3年度 0名
　令和4年度 0名

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

人・農地プランに位置付けられた、原則50歳未満の新規就農者 対 象 者 新規就農者

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　新規就農者の経営開始直後の支援を行う。

事業継続年数 事業開始年度 平成24年度

分野別施策 １　農林業の振興 所 属 長 山下 真広

主な施策 ２　担い手の育成 電話番号 79-5339

第２次
総合計画体系

政策目標 ３　にぎわいのあるまち 担当部署 産業課

根拠法令等 農業経営基盤強化促進法

事業実施方法区分

東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 農業次世代人材投資事業 整理番号 1309-036

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


